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二
条
良
基

の
除
目
説
（
上
）

1
光
明
院

・
洞
院
公
賢

の
批
評

の
検
討
を
中
心

に
ー

小

川

剛

生

は
じ
め
に

 
連

歌

文
芸

の
大

成
者

で
、

『
増

鏡
』

の
作
者

と

も

い
わ

れ
る

二
条
良

基

は
、

六
十
九
年

の
生

涯

に
五
度

に
わ

た
り
摂
関

に
任
ぜ

ら
れ
、

常

に
北
朝

宮

廷

の
首
座

に
あ

っ
た
。
良

基

は
公
家

の
本
領

と

も

い
う

べ
き
公
事

や
有

職
全

般

に

つ
い
て
も
通
暁

し
、
自

ら

「
有
職
者

、

西
宮

・
江
次

第
等

悉
分

明

二
不
読
者

、
無

正
躰
事
也

」

と
語

っ
て

い
る

(実

冬

公
記
 

嘉
慶

元
年

正

月
七

日
条

)
。
し

か

し
文

学
者

と

し

て

の
功

績

が
あ

ま

り

に
重

視

さ

れ

て

い
た

め
、

い
く

つ
か
の
評
伝

に
於

い
て

も
、
宮

廷

の
儀

式

に
於

い
て
良

基

が
と

っ
た
作

法

や
、
有

職
家

と
し

て

の
性
格

な

ど

は
殆

ど
言

及

さ
れ

て

い
な

い
。
良
基

に
は

『年
中

行
事

歌
合
』

判
詞

や

『
百
寮

訓
要

抄
』

な
ど

、

公
事

有
職

に
関

係

す
る
著

作
が
少

な

か
ら
ず
存

す

る
が

、
そ

の
執
筆

の
背

景

に
、
戦
乱

や
国
庫

の
疲

弊

の
た
め

に
陵
遅

し
た

公
事

を
王
朝

盛
代

の
規

模

に
復
興

せ
ん

と
す
る
願

望
が
あ

っ
た
、

と
従

来

評
価

さ
れ

て

い
る
。

 

お
よ
そ
公
家

た

る
者
が

い

つ
の
時
代

に
も
、
朝
儀

に
参

仕

し
、

こ
れ

を

う

る
わ
し
く

と
り
行

う

こ
と
を
最

大

の
使
命

と
し

て

き
た

の
は
自
明

の
こ

と

で
あ

る
。
南

北
朝

時
代

で
も
、

衰
微

し

た
朝

廷

の
実
状

と

は
裏
腹

に
、

朝

儀
典

礼

を
研
究

し
、
古

儀

を
復

興
せ

ん
と

す
る

公
家
た

ち

の
熱
意

は
依

然

と

し

て
強

か

っ
た

と

い
え

る
。

 

従
来

こ
の
よ
う

な
問
題

は
殆

ど
顧

み
ら
れ

る

こ
と
が
な

か

っ
た

が
、
特

に
中
古

中
世

の
公
家

の
伝

記
研

究

に
於

い
て
は
、

ど

の
程
度

公

事

に
有
能

で
あ

っ
た

か
、
あ

る

い
は
有
職

に
ど
れ

く
ら

い
通

じ

て
い
た

か
、

と

い

っ

た
評
価

は
欠

く

べ
か
ら
ざ

る
視

座

で
あ

ろ
う
。

 

何
分

専
門

外

の
領
域

で
あ

り
、
無

知

か
ら
来

る
誤

解
を

犯

す

こ
と
を
催

れ

る
が
、

以
上

の
よ
う

な
考

え

に
立

脚

し
、

二
条
良

基

の
朝

儀

に
於

け

る

作

法

や
公
事

説

を
、
洞
院

公

賢

の

『
園
太

暦
』

を
中

心
と

し

た
古

記
録
類

に
よ

り
明

ら
か

に
し
た

上

で
、
良

基

の
よ

っ
て
立

つ
説
が

い
か
な

る
特
色

を
持

ち
、

ま
た

ど

の
よ
う
な
由

来

を
有

す
る

も

の
か
を
考
察

し
た

い
。

こ

こ

で
は
、

あ
ま

た

の
公

事

の
中

で
、
最

も
重
要

な

も

の
で
あ

っ
た
除
目

を

扱

い
た

い
。

一
、
中
世
公
家
と
除
目
説

 
中
古

中

世

の
公

家
が
、
除
目

故
実

の
習
得

に

い
か
に
熱
心

で
あ

っ
た

か
、

喋

々
す

る
ま

で
も
な

か
ろ
う

。
春

(縣

召
)

と
秋

(京
官

)

二
度

の
除

目

一g



は
複
雑
な
式
次
第
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
。
除
目
執
筆
は
第

一
の
大
臣
が
勤

仕
す
る
の
が
原
則
で
、
特
に
厳
格
な
作
法
が
存
し
た
。

 
ま
た
、
当
時
の
下
級
官
吏
登
庸
は
、
い
わ
ゆ
る
年
給
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

除
目
で
は
、
大
間

(欠
員
の
出
た
官
を
書
き
連
ね
、
任
人
を
記
入
す
る
巻

物
)
に
い
か
な
る
年
給
で
申
任
さ
れ
た
か
を
尻
付
す
る
の
で
、
執
筆
は
煩

雑
な
年
給
制
度
に
つ
い
て
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
な
除
目
の
故
実
作
法
全
般
は
、
父
祖
な
い
し
公
事
に
練
達
し

た
先
達
か
ら
伝
授
さ
れ
、
細
か
な
所
作
に
於
い
て
も
家
説
と
他
説
と
は
峻

別
さ
れ
た
。
除
目
執
筆
の
知
識
の
習
得
に
は
長
い
努
力
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
、
代
々
執
筆
を
勤
め
る
家
で
は
、
お
の
ず
と
錯
綜
す
る
諸
説
を
整
理

し
、
よ
る
べ
き
作
法
を
規
定
し
、
子
孫
の
規
範
に
備
え
ん
と
す
る
動
き
が

現
れ
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
は
、
除
目
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
故

実
書
の
成
立
を
み
る
。
こ
れ
に
つ
き

一
瞥
し
た
い
。

 
知
足
院
関
白
藤
原
忠
実
は
、
大
江
匡
房
が

「内
弁

・
官
奏

・
除
目

・
叙

位
等
委
不
知
人
」
な
の
で
、
『江
家
次
第
』
に
は

「定
有
僻
事
欺
」
と
既

し
て
い
る

(中
外
抄
)。
院
政
期
の
摂
関
家
は
、
枢
要
な
公
事
に
関
し
て
、

先
祖
の
執
柄
た
ち
の
所
作
や
口
伝
を
、
標
準
的
な
儀
式
書
よ
り
尊
重
す
る

傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
で
、
忠
実

・
忠
通
ら
が
執
筆
を
勤
め
た
記
録
や
任

官
例
が
集
積
し
、
独
自
の
説
が
形
成
さ
れ
る
。
後
京
極
摂
政
良
経
の
編
に

か
か
る
除
目
三
抄
i

『大
間
成
文
抄
』
『春
除
目
抄
』
『秋
除
目
抄
』
1
は
、

摂
関
家
の
除
目
説
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
す
ぐ
れ
た
書
で
あ
る
。

 

一
方
、
院
政
期
に
廟
堂
で
の
発
言
力
を
強
め
た
、
藤
原
公
実
を
鼻
祖
と

す
る
閑
院
流
の
諸
家
は
、
摂
関
家
に
与
し
得
な
い
政
治
的
な
事
情
も
あ
い

ま
っ
て
、
三
条
実
房
や
徳
大
寺
実
定
ら
が
、
花
園
左
大
臣
源
有
仁

(
二

〇
三
～
四
七
)
の
叙
位
除
目
の
故
実
書
、
『春
玉
秘
抄
』
『秋
玉
秘
抄
』

『叙
玉
秘
抄
』
を
入
手

・
書
写
し
、
有
仁
の
説

(花
園
説
)
を
家
説
と
し

て
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
実
房
の

『三
塊
抄
』
は
、
『春
玉
秘
抄
』

を
改
編
し
た
も
の
で
、
実
房
の
嫡
流
の
転
法
輪
三
条
家
に
於
い
て
は
南
北

朝
期
に
さ
え
除
目
作
法
教
授
の
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

(後
愚
昧
記

 
応
安
四
年
二
月
三
日
条
)。

 
こ
の
よ
う
に
し
て
鎌
倉
初
期
、
摂
関
家
の
う
ち
特
に
九
条
流
の
諸
家
と
、

花
園
説
を
用
い
る
閑
院
流
の
諸
家
と
で
、
除
目
を
中
心
と
す
る
公
事
説
に

大
き
な
懸
隔
が
生
じ
た
が
、
互
い
に
異
説
と
し
て
排
除
し
あ
う
傾
向
が
強

か
っ
た
事
情
は
、
近
年
田
島
公
氏
の
御
研
究
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の

後
も
、
九
条
流
は
代
々
良
経
の
著
作
を
相
承
し
て
、
家
説
の
拠
り
所
と
す

る

一
方
、
閑
院
流
の
大
臣
の
除
目
執
筆
に
は
依
然
と
し
て
花
園
説
が
尊
重

さ
れ
た
よ
う
で
、
両
説
の
対
立
の
図
式
は
南
北
朝
時
代
に
も
十
分
生
き
て

い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
良
基
の
除
目
執
筆
ω
1
康
永
元
年
京
官

 
二
条
良
基
が
、
廷
臣
と
し
て
本
格
的
に
公
事
に
参
仕
し
始
め
た
の
は
、

暦
応
元
年

(
=
二
一二
八
)
か
ら
で
あ
る
。
時
に
十
九
歳
、
正
二
位
権
大
納

言
、
十
月
十
九
日
に
左
大
将
を
兼
ね
た
。

 
こ
の
年
正
月
三
十
日
、
二
条
家
相
伝
の

『春
除
目
抄
』
を

一
見
し
、
奥

書
を
加
え
て
い
る
。
書
陵
部
蔵
九
条
家
本
巻
三
奥
書
に
、

 
 
建
武
五
年
正
月
計
日
加

一
見
了
、
凡
家
門
第

一
秘
書
也
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
朝
臣
良
基

(花
押
)

と
あ
る
。
『春
除
目
抄
』
六
巻
は
、
縣
召
除
目
の
日
時
定
か
ら
寛
夜
ま
で
、

執
筆
の
な
す
べ
き
次
第
を
説
い
た
儀
式
書
で
、
忠
実

・
忠
通

・
兼
実
ら
の

日
記
の
抄
出
や
松
殿
基
房
の
教
命
を
示
し
、
細
か
な
作
法
を
具
体
的
に
注

一g一



し

て

い
る
。

『
秋
除

目
抄

』

一
巻

は
、

同
様

に
京
官

除

目

一
夜

儀

の
次

第

を
注

し
た

も

の
で
あ
る

が
、
ず

っ
と
簡

略

で
、
春

秋

に
共
通

す

る
作
法

は

『春

除
目
抄

』
を
参

照

さ
せ

る
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

 
九

条
流

に
属

す
る
家

と
し

て
ま
ず
準

拠

す

べ
き
、
嚢

祖
良

経

の
編

に
か

か
る

『春
除

目
抄

』
を

一
見
し

た
事

は
、
良

基

の

「
公

卿
学

」

の
最
初

の

一
歩

と
位
置

づ

け
て
よ

い
。

 

六
月
十

日

に
は
兼

実

の

『玉
葉

』

を
披
見

し

た
。

(巻

十

七
奥
書

)
。

周

知

の
如

く

『
玉
葉
』

の
除

目
記
事

は
、

ず
ば

ぬ
け
て
懇

切

で
あ

る
。
廷

臣

と

し

て
の
修

行
期

に
あ

た
り
、
家

記

の
繕
読

は
公

事
有

職

の
知
識

を
養

う

た

め
で
あ

る

こ
と
、
云
う

を
倹

た
な

い
。

 
摂

関
家

に
生
を
享

け

た
者
と

し

て
当

然

で
あ

る
が
、

良
基

は
早

く

か
ら

除
目

の
故
実

の
習
得

に
熱

心

で
あ

っ
た
有
様

が
窺

え
、

兼
実

・
良

経

に
よ

り
集

大
成

さ
れ

た
、

九
条

流

の
説

を
正

し
く

学

ん
で

い
る

こ
と

が
確

か
め

ら

れ
る
。

 

そ

の
良
基

に
、
初

め

て
除
目
執

筆

の
役

が
廻

っ
て
来

た

の
は
、
康

永

元

年

(
=

二
四

二
)
十

二
月

の
京
官

除
目

で
あ

っ
た
。
翌
年

正

月

二
十
六

日

に
は
、
縣

召
除
目

の
執
筆

も
勤

め
た

(続
史

愚
抄

)
。

 
後

者

に

つ
い
て
は
詳

し

い
史
料

が
残

ら

な

い
。

し

か
し
前
者

の
京
官

除

目

に

つ
い
て
は
、

『
中
院

一
品
記

』

お
よ
び

『光

明
院
震

記
』

に
よ

っ
て
、

詳
細

な
儀
式

の
進
行

次
第

を
知

る

こ
と
が

で
き

る
。
以

下

『光

明
院

震

記
』

に
よ

っ
て
良

基

の
執

筆

の
作
法

を
検
討

し

て

み
た

い
。

 
除

目
初
夜

の
十

二
月

二
十
日
当

日
、

申
文

は
僅

か

に
十
余

通

で
、
光

明

天
皇

は

「公

事
之
陵

夷
何

事
如
之

哉
、

末
代

之
風

可
歎

」

と
歎
息

を
漏

ら

さ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
。

子

四
点

、
蔵

人

の
四
条

隆
持

・
万

里
小

路
仲

房

が
申

文
を
奏

上
、

石
灰
壇

で

こ
れ
を
撰

定

し
た
。

 
こ
の
間
良
基
が
参
入
し
た
。

一
旦
直
盧
で
休
息
し
て
い
た
が
、
光
厳
上

皇
か
ら
た
び
た
び
早
く
始
め
る
よ
う
に
と
の
催
促
が
あ
り
、
丑
三
刻
に
除

目
の
儀
が
開
始
さ
れ
た
。

 
良
基
が
円
座
に
着
す
る
時
の
作
法
を
、
天
皇
は
、

 
 
先
於
円
座
南
脆
、
頗
膝
行
、
以
左
手
抑
円
座
、
頗
膝
行
着
之
、
揖
顧

 
 
座
下
方
、
以
左
手
鰺
置
裾
、
或
以
左
右
手
鮎
塀
猶
鰺
之
、
然
而
以
片

 
 
手
為
吉
、
松
殿
入
道
関
白
説
也
、
乍
持
笏
以
両
手
鰺
之
、
見
目
事
外

 
 
劣
歎
。

と
記
し
、
執
筆
が
着
座
の
時
に
束
帯
の
下
襲
の
裾
を
畳
む
作
法
に
注
目
し
、

良
基
が
左
手
で
裾
を
畳
ん
だ
の
を
よ
し
と
し
て
い
る
。

 

『春
除
目
抄
』
巻
二
は
、
執
筆
の
左
大
臣
が
円
座
に
着
す
る
作
法
を
、

 
 
右
手
獅
撚
晦
嶽

儲
評
持
持
笏
駝
鱗
袖
、
以
左
手
窟
揮
表
衣
前
テ
脆
読
麟
膝

 
 
肪
馳
酷
獄
革

一
両
度
膝
行
翫
麟
粧
嘆

懸
手
於
円
座
湘
穆
削
、
頗
引
寄
着

 
 
坐
麟
穂
繁

請
深
揖
引
寄
下
襲
裾
鞭
噸
髄
が
殖
酷
粥
融
端
莇
郵
群

惣
肝

 
 
騨

と
、

右
手

に
笏

を
持

ち
、
左

手

で
裾

の
中
程

を

つ
か
ん

で
畳

む

べ
し
と
す

る
。
特

に
下

襲

の
裾
を

纏

る
作

法

に

つ
き
、
両
手

を
使

う
宇

治
左
府

説

と
、

左
右

交
互

に
繰

り
寄

せ
る
花

園
謙

を
併

記
し

た
上

で
、

良
経

は

「
松
殿

仰

載
右

、
依
為

正
説

也
」

と
結

ん

で

い
る
。
良

基

の
裾

を
畳

む
作

法
が

こ
れ

に
拠

る

こ
と

は
瞭

然

と
し

て

い
る
。

『
光
明
院

震

記
』

が

「
以
片

手
為

吉
、

松
殿

入
道

関
白
謙

也
」

と

す
る

の
も
、

こ
の

『春

除

目
抄
』

の
引
用

を
指

し

て

い
る
も

の
と
考

え

て
よ

い
。

 
秋

除
目

は
最
初

に
三
省
奏

を
任

ず

る
。
良

基

は
任

人

の
後

、

三
省
奏

で

四
姓

の
者

を
諸

国

の
目

に
挙

げ

る

の
は
不
審

と
奏

し

た
。

天
皇

は

「
為
難

書
者

不
可

任
歎

、
而

已
任

了
、
如

此
申

之
、

不
知

其
由

」

と

し
て
難

じ
た
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が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
中
山
定
親
の

『薩
戒
記
』
応
永
三
十
三
年

(
一

四
二
六
)
三
月
二
十
八
日
条
が
参
考
に
な
る
。

 
 
凡
以
四
姓
醐
榊
不
任
目
者
先
例
也
、
傍
又
不
可
申
之
云
々
、
然
而
以

 
 
四
姓
内
申
目
之
例
不
可
勝
計
、
又
執
筆
故
実
以
四
姓
申
目
之
時
改
姓

 
 
任
之
習
也
、
仮
令
藤
原
改
藤
井
、
源
改
原
、
平
改
平
群
、
以
橘
改
立

 
 
花
云
々
、
此
事
為
執
筆
極
秘
事
也
、
然
者
非
申
文
之
難
、
有
執
筆
故

 
 
実
事
也
、
為
難
書
者
又
何
有
改
姓
之
故
実
哉
、
不
知
子
細
之
人
難
之

 
 
也
、
以
賎
身
望
高
官
者
為
難
書
被
折
留
之
、
以
高
姓
望
賎
官
者
非
難

 
 
書
、
不
可
折
留
之
由
先
賢
口
伝
也
、

定
親
に
よ
れ
ば
、
四
姓
の
者
は
諸
国
目
に
任
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が

原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
任
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
執
筆
が
改
姓
し
て

大
間
に
記
入
す
る
の
が
故
実
と
あ
る
。
良
基
は
ま
さ
に
そ
の
原
則
を
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

『春
除
目
抄
』
巻
五
・
転
任
顕
官
に
も
四
姓

の
者
を
改
姓
し
て
上
官
に
任
ず
る
故
実
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際

に
任
じ
た
と
す
れ
ば
改
姓
し
た
筈
で
、
む
し
ろ

「執
筆
極
秘
事
」
を
守
っ

た
行
為
と
い
え
る
。
な
お

『中
院

一
品
記
』
は

「式
部
省
奏
四
姓
者
、
任

目
有
先
例
云
々
」
と
し
て
い
る
。

 
申
文
の
中
か
ら
下
勘
さ
せ
る
べ
き
も
の
を
撰
ぶ
段
に
な
り
、
良
基
は

「可
下
勘
文
数
太
少
、
内
給
下
勘
例
存
之
、
請
下
勘
之
」
と
奏
し
た
。
名

替

・
国
替

・
転
任
を
望
む
計
三
通
の
内
給
申
文
が
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
天
皇
は
許
し
た
も
の
の
、
「不
可
依
文
数
多
少
、
不
下
勘
内
給
与

下
勘
其
理
何
叶
哉
」
と
内
心
強
い
不
審
を
抱
い
た
。

 
し
か
し

『春
除
目
抄
』
巻
二
に
は

「内
給
名
替
可
下
勘
事
於
未
給
者
下
勘

之
条
無
異
義
」
の
項
が
立
て
ら
れ
、
『法
性
寺
殿
御
記
』
天
治
二
年

(
一
一

二
五
)
十
二
月
条
、
忠
通
が
内
給
の
名
替
未
給
等
の
申
文
を
下
勘
さ
せ
た

例

が

示

さ
れ

て

い
る
。

良
基

の
処
置

は

こ

の
先

例
を

踏

ま
え

た
も

の

で
、

必
ず

し
も

非
難

す

べ
き
失

と
は

い
え
な

い
の
で
あ

る
。

 

こ

の
日

の
任

官

の
儀

が
終

了

し
、
成

文
を
束

ね

る
時

に
、
良

基

は
袖

の

中

で
結

ん
だ

と

い
う

。

「件

結
様
秘

説
也

云

々
」
。
儀

式

が
終

了

し
た

の
は

卯

一
点

で
あ

っ
た
。

 

翌
日

は
入

眼

で
あ

る
。
寅

刻

に
始

め
ら

れ
た
。
良

基

が
大

間
筥

を

賜
わ

り
、

着
座

す

る
毎

に
、
剣

の
尻

が
板
敷

に
当

た

っ
て
高

い
音

を
立

て
た
。

天
皇

は

「
先

達

殊

所
令

用

心
也
、

而

今
夜

有

此
失

如
何

、
」

と
智

め

て

い

る
。

又
、

京
官

の
任
命

に
際

し

て
、
良

基

は
所

持

し

て

い
た
紙

を

蔵
人

隆

持

に
渡

し

て
五
位
以

上

の
任

人

を
記
入

さ

せ
た
。

こ
れ

も

「
頗
相

似
自

由

儀
欺

」

と
難

じ
ら

れ
て

い
る
。

 

叙

位

の
段

に
な

っ
て
、
良

基

は
位
階

の
高

い
方

か
ら
叙

し

た
。

天
皇

の

考

え
は

「
始
自

従

五
位
下

、
逆

上
至
上

階
欺

、
而
自

上
書

之
如

何

、
但

若

異

尋
常
叙

位
儀

欺
、
可
尋

」
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ

も

『春

除
目

抄
』

巻

六

・

叙
位

儀

に

 

 

松
殿

仰

、
只
自

端
可
叙

也

、
無
有

奏
氏

爵
等

類
、

強
不

可
始

自

従
下

 

 

云

々
、

と
あ

る
。
基

房
は
、
必
ず
し
も
従

五
位

下

か
ら
任

ず
る
必

要

は
な

い
と
云

っ

て
お
り
、

こ
こ

で
も
良
基

は

『春

除

目
抄
』

に
示

さ

れ
た
松

殿
説

に
従

っ

た

こ
と

に
な

ろ
う
。

 

入
眼

の
儀

が
終

了
し

た
後
、
良

基

は
台
盤

所

に
参

じ
た
。

天
皇

は

「
執

筆
無

為
勤

仕

珍
重

之
由

」
を
伝

え

た
。

こ
れ

に
対

し
良

基

は
、

 

 

錐
未

練

非
器

不
能
左

右
、
近

年
常

及
納

言
之

条
、

太
遺

恨

之
間

、
如

 

 

形

所
勤

仕
也

、

と
答

え
た
。

事
実

、
正

月
十

一
日

の
縣

召
除
目

で
も

、
大

臣

は
誰

も
執
筆
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を
領

状

せ
ず
、

権
大

納

言
徳

大
寺

公

清

が
勤

め

た

(中

院

一
品

記
)
。

良

基

の
言

は
真
情

で
あ

ろ
う
。

 

以

上
、
良

基
初

度

の
除

目

執
筆

作

法

を
検

討

し
た

が
、

『
春
除

目
抄

』

に
示

さ
れ
た
家

説

に
非

常

に
忠
実

で
あ

る
点

が
第

一
に
注

意

さ
れ
よ

う
。

 

む

ろ
ん
細

か
な
点

で
や

や
配
慮

に
足

り

ぬ
所
が

あ
る

の
も
事

実

で
あ
る

が
、
光

明
院

が
不
審

と
し

て
批
判

し

た
点

も

、
家
説

に
基

づ
く

作
法

で
あ

る

こ
と
が
多

く
、

い
ち
が

い
に
良

基

の
失

と

は

い
え
な

い
。

ま
た
、
光

明

院

(当
時

二
十

二
歳

)
は
、

前
関

白

一
条

経

通

か
ら

「
作

法
申

文
様

々
尻

付

以

下
」
除
目

の
説

を
懇
切

に
授

け
ら

れ
た
ば

か
り

で
あ

る

こ
と
、

そ

の

折

に
経

通
が

『
春
玉
秘

抄
』

を
進

め

て

い
る
こ
と

も
留
意

し

て
お
く

必
要

が
あ

ろ
う

(
玉
英
記
抄

・
公

事
 

康
永

元
年

正
月
廿

二
日
条
)
。

三
、
良
基

の
除

目
執
筆
②
ー
貞
和
二
年
縣
召

 

日
記

『
園
太
暦

』

で
あ

ま
り

に
も
著
名

な

太
政
大

臣
洞

院
公

賢

(
一
二

九

一
～

=

二
六
〇
)

は
、
最

も
除

目
故
実

に
精

通

し
た
公

家

の

一
人

で
あ

ろ
う
。

公
賢

の
叙

位
除

目
執

筆

は
、
元
亨

元
年

(
=

三

二

)

正
月

の
女

叙

位

(三
十

一
歳

時

)

か
ら

康
永

三
年

(
一
三
四

四
)
九

月

の
縣
召

(五

十

四
歳
時

)
ま

で
、

十
七

度

の
多

き

に
及

ぶ

(叙

位
除

目

執
筆

抄
)
。

そ

の
知
識

は
実
務

の
編
奥

を
究

め

た
も

の
で
あ

っ
た

と

い
え
よ
う

。

 

公
賢

の
除
目
説

を
窺

う

べ
き
も

の
と
し

て
は
、

『魚

魯

愚
紗
』

『魚
魯

愚

別

録
』

が
第

一
に
挙
げ

ら

れ
る
。

次
第

・
大

間

・
尻
付

・
申
文

等

の
実

例

の
浩
潮

な
る

こ
と

で
は
、
除

目
研

究

の
第

一
の
好
著

で
あ

る
。

 

こ
の
書

は
先
行

す

る
除
目

故
実

書

の
引

用

か
ら
成

る

が
、

『春

玉
秘

抄
』

を
大
量

に
引
用

し

て

い
る
。

西
園

寺

の
分
流

で
あ

る
洞
院

家

が
花
園
説

に

親

近

す
る

の
は
自

然

な
趨
勢

で
あ

る
が

、
公

賢

の
父
実
泰

は
、

円
光
院

関

白
鷹
司
基
忠
の
公
事
弟
子
で
あ

っ
た

(実
躬
卿
記
 
徳
治
元
年
三
月
二
十

九
日
条
)。
公
賢
も
鷹
司
家
の
説
を
享
受
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
、
公
賢

の
執
筆
作
法
を
検
討
す
れ
ば
花
園
説
と
は
若
干
の
相
違
を
見
い
だ
せ
る
。

 
し
か
し
、
『魚
魯
愚
紗
』
は
、
良
経
の

『春
除
目
抄
』
を

「或
秘
次
第
」

と
し
て
引
い
て
お
り
、
公
賢
に
と
っ
て
摂
関
家
、
特
に
九
条
家
の
除
目
説

は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

 
以
下
、
南
北
朝
時
代
を
代
表
す
る
有
職
で
あ
る
、
良
基
と
公
賢
と
の
除

目
説
の
相
違
を

『園
太
暦
』
に
よ
り
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
康
永
三
年
正
月
二
十
二
日
、
公
賢
は
春
除
目
の
執
筆
も
勤
め
た
。
初
夜
、

本
来
は
四
所
籍
を
任
ず
る
と
勧
盃
の
儀
に
移
る
が
、
関
白
は
不
参
で
あ
っ

た
。
そ
の
場
合
勧
盃
は
行
わ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
良
基
は
九
条
兼

実
の
例
に
よ
り
行
う
べ
し
と
述
べ
た
。
『園
太
暦
』
に
、

 
 
抑
勧
盃
事
、
関
白
不
参
之
時
大
略
無
之
欺
、
而
今
日
略
否
不
定
、
伍

 
 
談
右
府
之
処
、
可
在
所
命
欺
、
但
月
輪
禅
閤
執
筆
之
時
、
錐
無
関
白

 
 
参
有
此
事
、

と
あ
る
。
こ
れ
も

『春
除
目
抄
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
巻
二

「錐
関
白
不

参
有
勧
盃
例
」
に
、

 
 
治
承
二
年
正
月
御
記
云
、
関
白
不
候
之
時
、
可
有
勧
盃
哉
否
、
職
事

 
 
等
成
疑
之
由
豫
定
能
所
尋
示
也
鯛
繭
即
予
柳
有
所
見
之
上
、
勧
盃
全

 
 
不
可
依
関
白
参
否
、
侃
答
可
有
之
由
了
、
傍
有
之
、

と
見
え
る
。
こ
の
た
め
結
局
勧
盃
を
行
っ
て
い
る
が
、
公
賢
は

「今
日
円

座
丞
相
可
相
列
、
有
之
条
如
何
、
月
輪
禅
閤
勤
仕
之
時
者
無
已
次
大
臣
也
」

と
し
て
承
伏
し
か
ね
る
も
の
が
あ
っ
た
。

 
貞
和
二
年

(
=
二
四
六
)、
良
基
は
再
び
縣
召
除
目
の
執
筆
を
勤
め
た
。

正
月
二
十
三
日
、
公
賢
は
光
厳
上
皇

へ
の
返
状
に
お
い
て
、
「公
賢
老
毫
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過
法
之
上
、
右
府
被
申
之
旨
候
間
、
勇
与
奪
申
候
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
以
前
良
基
は
公
賢
に
懇
望
し
て
、
執
筆
の
役
を
譲
り
う
け
た
ら
し
い
。

 
縣
召
除
目
は
二
月
十
九
日
夜
か
ら
、
三
夜
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
公

賢
は
参
仕
せ
ず
、
泥
懇
の
参
議
甘
露
寺
藤
長
の
記
録
を
注
進
さ
せ
、
儀
式

の
有
様
を
日
記
に
書
き
継
い
で
い
る
。

 
二
十
二
日
に
な
っ
て
到
来
し
た
除
目
聞
書
を
披
見
し
た
公
賢
は
、
「今

度
除
目
常
不
見
押
事
多
之
」
と
第

一
声
を
放

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
公
賢
は

六
の
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
番
号
を
ふ
り
次
に
引
用
す
る
。

 
①

一
分
代
内
給
、

一
分
代
内
舎
人

 
 
此
事
常
不
見
、
但
去
元
徳
已
来
時
々
有
之
、
珍
重
事
歎
、

②
執
筆
臨
時
自
給
山
城
権
介
 
藤
原
良
清

 
 
申
文
錐
望
諸
国
揚
名
介
之
由
、
後
日
聞
之
、
而
任
了
、
執
筆
懐
中
彼

 
 
申
文
歎
、
清
書
之
時
不
被
下
清
書
、
傍
外
記
所
写
無
之
、

 
③
常
陸
目
 
志
賀
花
盛

 
 
改
大
納
言
藤
原
朝
臣
康
永
三
年
給
、
同
九
月
所
任
阿
波
少
目
池
辺
慶

 
 
風
所
任
、
改
事
予
等
所
伝
授
常
不
書
之
、

 
④
関
白
臨
時
給
肥
前
介
守
方

 
 
臨
時
給
常
被
申
之
由
注
之
、
而
無
之
、

 
⑤
平
中
納
言
子
息
二
合
任
右
衛
門
尉
、

 
 
本
人
之
申
状
望
兵
衛
尉
、
而
称
有
例
推
任
云
々
、

 
⑥
尻
付
去
字
多
被
書
之

 
 
去
康
永
三
年
内
給
、
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
去
康
永
二
年
給
、
但
此
外

 
 
不
被
付
之
、
別
非
所
存
、
小
失
欺
、

 
翌
二
十
三
日
、
良
基
は
公
賢
に
書
を
送
り
、

 
 
流
布
除
書
少
々
相
違
、
大
間
之
本
見
及
事
候
き
、
奇
異
事
候
哉
、
為

 

 

之
如

何
、

違
失

等
必

可
示

承
候
、

と

し

て
、

以

後

両
者

は

三
度

に
わ

た

っ
て
意

見

を

交
換

し

た
。

良

基

が

「
不
審

篇
目

可
示

之
由

」
を
請

う

た
為

で
あ
る
が

、
も

と
も

と

二
人

の
関

係

は
極

め

て
疎

遠

で
あ

っ
た
。

二
条

家

と
洞
院
家

は
、

両
人

の
父

道
平

・

実
泰

の
代

か
ら
、

公
事

の
説

を
異

に
す

る
こ
と
が

し
ば

し
ば

あ

っ
た
。

 

さ

て
、
③
④

⑥

は

か
な
り
珀

末

な
批
判

で
、
例

え
ば
④

は
尻
付

に

「
関

白
臨

時

被
申

」

の

「
被

」
を
落

と

し
た
点

で
あ

る
。
公

賢
が

最
後

ま

で
疑

問

と
し
た
の
は
①
②

⑤

の
三
点
で
あ

っ
た
。
何
故

公
賢
が

こ
れ

に
こ
だ
わ

っ

た

の
か
、
ま
た
良

基

の
尻
付

に
は
根
拠

が
あ

る

の
か
考

察

し

て
み
た

い
が
、

②

は
有
名

な
揚

名
介

の
問
題

で
あ

り
、
別
個

に
論

じ
た
方

が

適
当

か

と
思

わ

れ

る

の
で
、

こ
こ

で
は
①

と
⑤

の
批
判

を
検
討

す

る
。

 

ま
ず

、
①

は
、

当
年

内
給

の

一
分

代

で
、
源
有

行

と

い
う

人
物

を
内

舎

人

に
任

じ

た
点

で
あ

る
。
当
年

内
給

で
は
、
諸
国

の
探

(三

分
)

を

二
人
、

目

(
二
分

)
を

三
人
、

史
生

(
一
分
)

を

二
十

人
申
任

す

る
権
利

が
与

え

ら
れ

た

(西

宮

記

ほ

か
)
。

し
か

し
外
官

の
権
利

を

ふ
り

か

え
、
内

官

を

申

任

す
る

こ
と

が
早

く

か
ら
行
わ

れ
、
特

に
希

望
者

の
多

か

っ
た

の
が
内

舎

人

で
あ

っ
た
。

令

で

は
定

員
九

十
人

で
、
良
家

の
子
弟

で
容
貌

の
優

れ

た
者

を
任
ず

る
と
述

べ
ら

れ
、
後

世
外
国

の
権
守

さ

え
希
望

者

に
欠

い
て

も
、
猶

任
官

を
望

む
者

が

あ

っ
た

。
た
だ

し
中
務

省

に
属
す

る
内

舎

人
が
、

一
体
地

方

の
何
等

官

に
相
当

す

る
の

か
、
換
算

基
準

が
明
確

で
は
な

く
、

「
内
舎

人

」

は

「
諸

国
史

生
」

に
相

当

す

る

の
か
、

「
諸

国

目
」

が
相

場

な

の
か
、

家

に
よ
り

説
が

異
な

っ
て

い
た
。

 

公

賢

は
内
舎

人
を

一
分

代

で
任

ず

る

こ
と
は

「
但

去
元
徳

已

来
時

々
有

之
」

と

い

っ
て

い
る
が
、

こ
れ

に
深

く
係

わ
る
記
事

を
、

元
徳

よ

り
数
年
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早
く
、
良
基
の
父
二
条
道
平
の

『後
光
明
照
院
関
白
記
』
元
亨
四
年

(
一

三
二
四
)
正
月
の
縣
召
除
目
の
記
事
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
十
三
日
が
入
眼
で
、
執
筆
は
公
賢
の
父
左
大
臣
実
泰
が
勤
め
た
。
実
泰

は
内
給

一
分
代
で
内
舎
人
を
望
む
申
文
を
見
て
、
内
舎
人
は
二
分
代
で
は

な
い
か
、
も
し

一
分
代
な
ら
ば
、

一
分
召
で
任
ず
る
べ
き
で
あ
る
が
、
内

給
な
の
で
特
別
に
任
ず
る
べ
き
か
、
と
奏
上
し
た
。
天
皇
も
落
字
で
は
な

い
か
と
疑

っ
た
。

 
そ
こ
で
前
関
白
道
平
は
、
『月
輪
入
道
殿
御
自
次
第
』
の
裏
書
に
、

 
 
当
年
内
給

一
分
代
例

 
 
 
内
舎
人
正
六
位
上
掃
部
宿
禰
資
俊
哨
鉾
舳
給

 
 
請
文
云

 
 
 
正
六
位
上
》

 
 
 
 
右
当
年
内
給

一
分
代
所
請
如
件

 
 
 
 
 
 
承
保
三
年
正
月

と
あ
る
の
を
見
参
に
入
れ
た
。
天
皇
も
納
得
し
、
た
だ
ち
に
内
給
で

一
分

代
を
申
す
申
文
を
書
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
道
平
は
、

 
 
於
先
例
分
明
、
月
輪
禅
閤
自
筆
候
、
其
上
事
儀
又
不
可
有
子
細
、
其

 
 
謂
者

一
分
者
不
載
除
目
、

一
分
召
式
部
省
儀
也
、
但
二
合
す
る
時
ハ

 
 
彼

一
分
与
目
也
、
其
時
者
載
除
目
歎
、
以
之
案
之
、

一
分
代
載
除
目

 
 
条
勿
論
歎
、
(下
略
)

と
も
答
え
、
実
泰
の
疑
問
に
も
駁
し
た
の
で
あ
る
。

 
道
平
の
勘
申
し
た
承
保
三
年
の
例
は
、
『大
間
成
文
抄
』
巻
六
、

一
分

代
の
項
に
も
、

 
 
 
 
 
 
 

一
分
代

 
[天
喜
五
] 
 

内
舎
人
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
重
季
中
宮
一分
代
被
申

[承
保
三
]

[近
代
無

一
分
召

傍
不
下
勘
歎
]

内
舎
人
正
六
位
上
掃
部
宿
禰
資
俊
当
年
内
給
】分
代
[師
房
]

 
内
給

 
正
六
位
上
掃
部
宿
禰
資
俊

 
 
望
内
舎
人

右
当
年
内
給

一
分
代
所
請
如
件

 
 
 
承
保
三
年
十
二
月
五
日

と
載

せ
ら

れ

て

い
る
。

 

『大

間
成

文
抄

』
十

巻

は
、
除

目
執

筆

に
際

し

て
の
尻
付

の
書

式

や
申

文

に
関

す

る
便
覧

集

と
も

い
う

べ
き
書

で
、

当
年

給

・
臨

時
給

・
未
給

以

下

の
項

目

を
立

て
、

お

の
お

の
の
年
給

に
よ
る
任

官

の
大
間

の
実

例

と
、

そ

の
任

官

を
希
望

し

た
申
文

(任

官

が
実
現

し

た
場
合
成

文

と
呼

ぶ
)

を

も
あ

わ
せ

示
す
形

式
を

と

る
。

 

『大

間
成

文
抄

』

の
編
纂

に
あ

た

っ
て
、

良
経

は
家
蔵

の
大
間

や
成

柄

を
史
料

と

し
た

ら
し
く

(
玉
葉
 

建
久

六
年

正
月

十
五

日
条

)
、

『
月
輪

入

道

殿
御

自
次

第
』

も
、

恐

ら
く

『
大
間

成
文

抄
』

に
先
行

す

る
、

兼
実

の

除
目
次

第

な

い
し
任
例

便
覧

の
如

き

も

の
と
推
定

さ
れ

る
。

 

こ
の
よ

う

に
公

賢

は
、
道

平

が
内
給

一
分

代

の
実
例

を
勘
申

し

た

の
を

目

の
当

た

り

に
し
た

に
も

か
か

わ
ら
ず

、

な

お
貞

和

の
除
目

で
良

基

の
尻

付
を
難

に
数

え

て

い
る
。

そ

の
理
由

は
何

で
あ

ろ
う

か
。

 

『魚

魯
愚

紗
』

巻

八

コ

 

諸

内
舎

人
例

」

に
は
、

 

 
宗

俊
卿

抄

云
、
内

給
ホ
者

一
分
代
任

内
舎

人

、
臣
下

二
分

代
申

之

、

と
、
藤

原
宗

俊

の
除
目

抄

を
引

い
て

い
る
。

こ
れ

に
よ

れ
ば

、
内

給

一
分

代
で
内
舎

人
を
任
ず

る
規
定

は
院

政
期

に
確

か
に
存
し

て
い
た

こ
と
に
な
る
。

 

さ
ら

に
公

賢

は
、

元
亨

の
除

目

の
論

議

に
及

び
、

「
承
保

三
年

正
月

被

任
之
歎

、
二
条
前

関
白

道
所
持

次

第
裏
書

申

文
土

代
有

之
云

々
」

と
し

て
、

『後
光

明

照
院
関

白
記

』

に
引

か
れ

た
申
文

を
転

載

し
て

い
る
。

し

か
し
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承
保
の
任
例
は

「当
家
所
持
大
間
写
本
尻
付
二
分
代
、
而
大
外
記
宗
尚
所

持
除
目
尻
付

一
分
代
云
々
、
真
偽
難
決
」
と
、
な
お
も
誤
写
と
の
疑
い
を

晴
ら
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

 
 
愛
九
条
関
白
房
此
例
申
文
井
尻
付
、
或
秘
抄
有
所
見
之
由
元
亨
沙
汰

 
 
之
時
被
注
置
云
々
、
載
左
、

 
 
 
 
正
六
位
上
掃
部
宿
禰
資
俊

 
 
 
 
 
望
内
舎
人

 
 
 
右
当
年
内
給

一
分
代
、
所
請
如
件
、

 
 
 
 
 
 
承
保
三
年
十
二
月
五
日

 
 
 
 
尻
付
 
当
年
内
給

一
分
代

と
、
元
亨
四
年
当
時
の
関
白
九
条
房
実
が

「或
秘
抄
」
に
資
俊
が
内
舎
人

を
望
む
申
文
と
尻
付
が
あ
る
旨
を
注
し
置
い
た
と
聞
き
、
九
条
家
よ
り
注

進
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

 
こ
の

「或
秘
抄
」
こ
そ

『大
間
成
文
抄
』
で
あ
ろ
う
。
公
賢
は
こ
こ
に

至

っ
て
よ
う
や
く
納
得
し
た
の
で
あ
る
。
『魚
魯
愚
紗
』
の
成
立
は
公
賢

晩
年
の
延
文
年
間
と
考
え
ら
れ
、
貞
和
二
年
の
時
点
で
は
承
保
の
申
文
は

大
間
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
い
ま
だ
捨
て
切
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

 
面
倒
な
考
証
を
長
々
と
続
け
た
が
、
結
論
と
し
て
い
え
ば
、
「内
給

一

分
代
内
舎
人
」
に
関
し
て
、
原
則
的
に
は
問
題
は
な
い
。
『大
間
成
文
抄
』

に
は
後
冷
泉
天
皇
の
中
宮
章
子
内
親
王
の
当
年
給

一
分
代
で
任
じ
た
例
も

あ
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
内
舎
人
へ
の
任
官
希
望
者
が
増
大
す
る
に
つ
け
、

も
う
少
し
相
場
を
高
く
す
べ
し
と
い
う
考
え
も
生
じ
、
鎌
倉
中
期
の

『除

目
申
文
抄
』
に
は

「院
宮
大
臣
給
、
目
ノ
代
二
申
任
之
」
と
あ
る
如
く
、

院
宮

・
公
卿
給
は
勿
論
、
内
給
で
も
二
分
代
で
任
じ
た
事
例
が
多
く
、
実

泰

・
公
賢

が
迷

っ
た

の
も

そ

の
点

に
か
か

る

の
で
あ

る
。

 

む
ろ

ん

『後

光
明
照

院
関

白

記
』

に
見

た
よ
う

に
、

元
亨

四
年

の
時

点

で
既

に
結
論

は
出

て
お
り

、
良

基

の
処

置

も

こ
れ
を
踏

ま

え
た

も

の
で
、

特

に
非
難

さ

れ
る
失

で
は

な

い

の
で
あ
る
。

た

だ
し
根

拠

と
し

た
任
例

が

『
月
輪

入
道
殿

御
自
次

第

』
な

い
し

『
大
間
成

文

抄
』

に
載

る

に
し

て
も
、

院
政

期
を

と
び
越

え

て
十

一
世
紀

に
ま

で
遡

っ
て
し

ま
う

の
は

い
か

に
も

耳
遠

く
、

あ

る
意
味

で
尚
古

風

で
あ

り
、

ど

ち
ら

か
と

い
う

と

鎌
倉
時

代

以

降

の
近

代

の
例

を
知

悉

し

て

い
る
宿

老

の
公

賢

が
、

「
珍

重
事

歎
」

と

皮
肉

を
漏

ら

し
た
く

な

っ
て
も

無
理

は
な

い
の
か
も
知

れ

な

い
。

 
良

基
と
公

賢
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
説

の
相
違

の
性

質
が
か
な
り
明

確

に
な

っ

て
き
た

と
思
う

が
、

二
条
家

に
は

『
大
間
成

文
抄

』

そ

の
も

の
で

は
な

い

に
し

て
も
、
こ
れ

に
類
し

た
、
兼

実
自

筆

の
除
目

次
第

が
伝

来

し

て
お
り
、

家
説

の
基

礎

と
な

っ
て

い
た

こ
と
を

も
知

り
得

る

の
で
あ

る
。

 
⑤
は
、
当
時
従
二
位
権
中
納
言
の
平
宗
経
が
、
年
給
を
二
合

二

分
の

史
生
と
二
分
の
目
を
合
わ
せ
て
、
三
分
の
橡
を
申
任
す
る
こ
と
)
し
て
、

子
息
泰
守
を
兵
衛
尉
を
任
ず
る
こ
と
を
請
う
申
文
を
奉

っ
た
の
に
、
良
基

は
靱
負
尉

(衛
門
尉
)
に
任
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
難
で
あ
る
。

 
良
基
は
、
二
十
四
日
の
公
賢
宛
の
書
状
に
お
い
て
、

 
 
抑
平
中
納
言
二
合
事
、
頗

一
失
候
歎
、
但
参
議
二
合
猶
濯
遁
例
勘
出

 
 
了
、
如
何
、

と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
公
賢
は
、

 
 
平
中
納
言
子
息
二
合
事
、
所
存
先
度
申
入
了
、
被
改
直
之
条
可
為
穏

 
 
便
儀
候
欺
、
申
文
望
靱
負
尉
候
者
、
被
申
事
由
、
聯
可
被
経
沙
汰
候

歎
、
錐
存
例
、
於
選
遁
申
文
者
、
押
而
難
任
哉
之
由
存
候
、
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と
答
え
、
両
者
の
主
張
は
噛
み
合

っ
て
い
な
い
。
公
賢
は
、
執
筆
が
子
息

二
合
を
衛
門
尉
に
任
じ
た
点
を
不
審
と
し
て
い
る
が
、
良
基
は
、
中
納
言

が
二
合
し
て
子
息
を
申
任
し
た
事
を
批
判
さ
れ
て
い
る
と
解
し
た
の
で
は

な
い
か
。
ゆ
え
に
公
賢

へ

「参
議
二
合
猶
還
遁
例
勘
出
了
」
と
陳
弁
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
良
基
は
二
十
三
日
書
状
の
袖
書
で
、
「今
度
以
平
黄
門

二
合
任
靱
負
候
、
頗
過
分
候
、
但
先
規
多
候
、
此
外
強
無
殊
事
敗
之
由
思

給
候
」
と
さ
え
述
べ
て
お
り
、
子
息
二
合
を
衛
門
尉
に
任
じ
た
こ
と
を
失

と
す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。

 
衛
門
尉
は
、
通
常
、
諸
司
の
三
分

・
兵
衛
尉
で
年
臆
有
る
者

・
文
章
得

業
生

・
前
坊
帯
刀
長

・
同
騎
射
第

一
手

・
本
府
道
志
検
非
違
使

・
馬
允
な

ど
が
任
ぜ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お
り

(江
家
次
第

・
官
職
秘
抄
)、
『魚
魯
愚

紗
』
に
も
、
公
卿
が
二
合
し
て
子
息
を
衛
門
尉
に
申
任
し
た
例
は
見
い
だ

せ
な
い
。
纏
か
に

『公
卿
補
任
』
に
康
保
四
年

(九
六
七
)
正
月
、
藤
原

懐
平
が
祖
父
左
大
臣
実
頼
の
当
年
給
二
合
で
右
衛
門
少
尉
に
申
任
さ
れ
て

い
る
例
が
あ
る
が
、
『大
間
成
文
抄
』
巻
六

・
京
官
二
合
に
よ
れ
ば

「右

兵
衛
少
尉
」
と
な
っ
て
お
り
、
信
を
お
き
が
た
い
。

 
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
、
『後
愚
昧
記
』
永
和
四
年

(
=
二
七
八
)
三

月
二
十
七
日
条
の
縣
召
除
目
の
記
事
で
あ
る
。
執
筆
を
内
大
臣
近
衛
兼
嗣

が
勤
め
た
。
前
内
大
臣
転
法
輪
三
条
公
忠
は
「今
度
執
筆
失
錯
事
」
と
し
て
、

 
 
左
衛
門
尉
 
藤
政
長
臨
時
内
給

 
 
 
 
 
 
 
 
(中
略
)

 
 
 
 
 
 
 
藤
広
賢
譲
礫

馨

置

.当
年
給

 
 
 

息
子
二
合
任
靱
負
尉
事
、
不
可
説
事
也
、
縦
錐
存
希
有
例
、
不
可

 
 
 

然
者
也
、

公
賢
と
全
く
同
じ
批
判
を
記
し
留
め
て
い
る
。
こ
の
時
、
兼
嗣
の
父
道
嗣

が
参

内

し

て
扶

持

し

て
お
り
、

こ
の

「息

子

二
合
任

靱
負

尉
事

」

は
、
家

説

に
基

づ
く

も

の
で
あ

ろ
う
。

し

か
し

こ
れ

は
、
花

園
説

の
大

成
者

の
三

条
実

房

の
末
喬

で
あ

る
公

忠

に
と

っ
て
は
、
非
常

な
違

和
感

を

覚

え
る
処

置

で
あ

っ
た
。

 

子
息

二
合

の
衛

門
尉
補

任

に

つ

い
て
、

二
条

・
近

衛

な
ど

の
摂
関
家

の

説

と
、

公
賢

・
公
忠

ら
閑

院
流

諸
家

の
拠

る
説

と

の
間

に
は
越

え

が
た
き

見
解

の
相
違

が
あ

っ
た
こ
と

に
な

ろ
う
。

両
説

の
当

否

を
論

ず

る
力

は
な

い
が
、

三
度

に
わ

た

る
良

基

と
公

賢

の
書

状

の
往
復

で
、

つ

い
に
両

者

の

主

張

に
歩

み
寄

り

が
見

ら
れ

な

い
の

は
、

こ
の

一
事

を

と

っ
て

み
て
も
、

ま

こ
と

に
当

然

の
こ

と
な

の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(未

了
)

注
(1
)斎

藤
清
衛
氏

『南
北
朝

時
代
文
学

新
史
』

(春
陽
堂
 
昭

八

・
四
)

は
、

良
基

 

 

の

「有
職

学
は
常
識

の
限
界

に
止
ま

っ
て

い
た
」
と
さ
れ
、
伊
藤
敬

氏

『新
北

 

 

朝

の
人
と
文

学
』

(三
弥
井
書
店

 
昭
五

四

・
=

)
も
斎
藤

氏

の
見
解

に
賛

 

 

同

し
て
お
ら
れ

る
。

た
だ
し
、

と
も

に
良
基

の
有
職
故
実

の
知
識

に

つ
い
て
具

 

 

体
的

な
検
証

を
経

た
も

の
で
は
な

い
。

(2
)木
藤
才
蔵
氏

『二
条
良
基

の
研
究
』

(桜
楓
社
 
昭
六

二

・
四
)

(3
)
「『
叙
玉
秘
抄
』

に

つ
い
て
1

写
本

と
そ

の
編
者

を
中
心

に
」

(書
陵
部
紀

要
四

 

 

一 

平

二

・
三
)、

「源
有
仁

編

の
儀

式
書

の
伝
来

と
そ

の
意

義
」

(史

林
 
七

 

 

三

・
三
 

平

二

二

二
)
、
「
田
中
教
忠
旧
蔵
本

『春
玉
秘
抄
』

に

つ
い
て
ー

「奥

 

 

書

」

の
紹
介

と
検
討

を
中
心

に
ー

」

(日
本
歴
史
五

四
六
 

平
五

・
一
一
)
参

 

 

照
。
花
園
説
が
藤
原

公
実

の
遺
子
た
ち

に
よ

っ
て
相
承

さ
れ
た
事

実
が
明
ら

か

 

 

に
さ
れ
て

い
る
。

(4
)
吉
田
早
苗

氏

「
『春
除
目
抄

』
と

『秋
除

目
抄
』
1

九
条
良

経

の
除

目
抄

に

つ

 

 

い

て
ー

」

(日
本

歴
史

五

一
六
 

平

三

・
五
)

参
照
。

引

用

は
図
書

寮

叢
刊

 

 

 
『九
条
家
本

除
目
抄
』

(明
治
書

院
 
平
四

・
三
)

に
よ

る
。
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(5
)
花
山
院
師
継

の

『妙
椀
記
除
目
部
類
』

弘
長
二
年

(
一
二
六

二
)

正
月
十
八
日

 
 
条
は
、
縣
召
除
目
執
筆
を
勤

め
た
内
大
臣

三
条

公
親
の
、
円
座

に
着

す
る
時

の

 
 

「鰺
裾
作
法
」
に

つ
い
て
、

 
 
 
 
左
右
了
腋
了
下
ヨ
リ
引
寄
之
跣
鮪
獄
殖
敏
叡
訪
駆

賠
裾
末
猶
普
通
ヨ
リ
ハ
長
故
、

 
 
 
 
曾
祖
父
入
道
左
府
用
此
説

之
由
所
伝

聞
也
、
尤
有
興
、
但
甚
無
便

宜
歎
。

 
 
 
 
只
見
返
取
中

鰺
置
。
為

早
速
之
作
法
欺
。

 
 
と
、
公
親
が
、
曾
祖
父
実
房

の
例

に
従

っ
た
旨
が
記
し

て
い
る
。
実

房

の
子
孫

 
 
の
花
園
説

へ
の
傾
倒
が
確

認
で
き
る
点
興
味
深

い
。

(6
)菩
提
院
関
白
松
殿
基
房

は
、
政
治
的

に
無

力

に
な

っ
た
後

で
も
、
公
事

に
通
じ

 
 
た
摂
家

の
長
老
と
し

て
尊
崇

を
集

め
、
近

衛

・
九
条
両
流

で
そ
の
説
を
重
ん
じ

 
 
た
。
細
谷
勘
資
氏

「摂
関
家

の
儀
式
作

法
と
藤
原
基
房
」

(『古

代
史

論
叢
』

 
 
続
群
書
類
従
完
成
会
 
平

六

・
七

)
参

照
。
ち
な

み
に
良
基

は
基

房
を

「
凡
松

 
 
殿

ハ
摂
政
有
職
人
不
過
此
」

と
尊

敬
し
て

い
た

(実
冬
公
記
 
嘉
慶

元
年
正
月

 
 
七
日
条
)。

(7
)
『魚
魯
愚
別
録
』

に

「或
秘

抄
r
」

と

い
う

除
目
次
第

書
が
引

用
さ

れ
、

と

こ

 
 
ろ
ど

こ
ろ
に

「今
案
」
と
見

え
る
。
こ
れ
は
鷹
司
基
忠

の
嫡

子
後
照
念
院
関
白

 
 
冬
平

の
こ
と
で
、
公
賢

は
鷹

司
家

相
伝
の
秘
抄
を
参
看

し
て

い
る
の

で
あ
る
。

 
 
な

お
、
陽
明
文
庫
蔵

『除

目
次
第

』
は
、
弘
長
三
年

(
一
二
六
三
)
春
、
深
心

 
 
院
関
白
近
衛
基
平

の
筆

に
か
か
る
縣
召
除
目
次
第

で
あ

る
が
、
こ

の

「或
秘
抄

 
 
 
」
と
内
容
が

一
致

す
る
。
奥
書

に

「前

殿
抄
」

を
似

て
書
写

し
た
と
あ
る

の

 
 
で
、
基
平

の
叔
父

で
鷹

司
家

の
祖

と
な

っ
た
照
念
院
関
白
兼

平

(基
忠

の
父
)

 
 
が
編
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

(8
)
『園
太
暦
』
康
永

三
年
正
月

二
十

二
日
条

に
よ
れ
ば
、
縣

召
除
目
初
夜

に

「四

 
 
所
籍
」
を
、
公
賢
は

「内

竪
所

・
校
書
殿

・
大
舎
人

・
進
物
所

」
の
順
に
任
じ
、

 
 

「是
当
家
説
也

、
異
余
家
」
と
し
て
い
る
。

『春
玉
秘
抄
』

は

「内

・
校

・
進

・

 
 
大
」

で
あ
る

の
に
対

し
、
『
魚
魯
愚

別
録
』
巻

三
上

所
引

の

「
或
秘

抄
 
」
は

 
 

「内

・
校

・
大

・
進
」

と
す
る
。

ち
な
み

に
こ
れ
は

『春
除

目
抄
』
と
も
同
じ

 
 
で
あ
る
。
同
年
九
月

二
十

三
日
の
京
官
除
目
初
夜

で
も
、

三
省
奏

の
任
人
次
第

 
 
に

つ
い
て

「常
説
式
部

後
民
部
、
次
守
次
第
、
兵
部
任

之
也
、
而
師
説
先
任
式

 
 
兵
、
其
後
可
任
民
部

云
々
、
傍
先
公
井
予
毎
度
如
此
」

と
す
る
。
た
し

か
に
花

 
 
園
説
は
式

・
民

・
兵

の
順

で
あ

り
、

こ
の
場
合
公
賢
が

「師
説
」

と
呼
ん
で
い

 
 
る

の
は
鷹
司
家

の
説

と
推
測
さ

れ
る
。
近
衛

流
の
除
目
説

に
つ
い
て
は
、
九
条

 
 
流

に
比

し
て
ま
と
ま

っ
た
故
実
書

が
残

っ
て

い
な

い
た
め
言
及

さ
れ
な

い
が
、

 
 

『光
明
院

震
記
』
康
永
元
年
十

二
月
廿
日
条

に

「猪
熊
関
白
流

」
の
作
法
も
示

 
 
さ
れ
、

】
派
を
な
し

て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

(9
)
『
万

一
記
』
元
応

二
年

六
月
五
日
条
。

『後

光
明
照
院
関
白
記
』
元
亨

四
年

正
月

 
 
七
日
条
。

(10
)吉
田
早
苗
氏
「
『大
間
成
文
抄
』

と

『春
除
目
抄
』
」

(『奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』

 
 
下
 
吉

川
弘
文

館

 
昭

五
九
)

参
照
。

引
用

は
同
氏

校
訂

『大
間

成
文
抄
』

 
 

(吉
川
弘
文
館

 
平

六

・
二
)
に
よ
る
。

(11
)
『後

光
明

照
院
関
白

記
』

で
は

「月
輪

入
道
殿

御
自
次

第

一
巻

次
第
竸
廠
苗
き

 
 
と
な

っ
て
い
る
。
詳

細

は
不
明
。
な

お
、

『
玉
蘂
』

承
元

四
年

(
=

=

○
)

 
 
二
月
二
十

四
日
条

に

「
入
道
殿

除
目
秘
抄
」
が
見

え
る
。

(12
)
こ
れ
は

『赤
木

軸
』
と
号
す

る
、
宗
俊
次

第
を
も
と

に
宗
忠
が
編

ん
だ
除

目
故

 
 
実
書
で
あ
る
こ
と
を
吉
田
氏

「藤

原
宗

忠
の

『除
目
次
第
』
」

(史
学
雑

誌
九
三

・

 
 
七
 
昭

五
九

・
七
)

が
明
ら
か

に
し

て
い
る
。

(13
)
『園
太
暦
』
延

文
元
年

四
月

二
十

日
条

に

「此

間
予
所
企
除

目
抄
、
多
以
令
書

 
 
写
之
」

と
あ
り
、
同

二
年
閏

七
月
二
十
五
日
条

に
も

・『魚
魯
愚
紗

』

に
つ
い
て

 
 
正
親
町

公
蔭
忠

季
父
子
に
相

談
し
た
旨
あ

る
。

(14
)
『薩
戒
記
』
応

永
三
十

三
年

(
一
四

二
六
)

三
月

二
十
七

日
条

に

「参
議

子
息

 
 
二
合
事
、
相
尋
近
例
於

大
外
記
師
勝
朝
臣
之
処
、

元
亨

公
助
卿

、
応

永
二
年
故

 
 
秀
長
卿

云

々
、

其
外
不
勘

得
云

々
」

と
あ

る
が
、

『魚
魯
愚

紗
』
巻

八

・
子
息

 
 
二
合
例

に

「
参
議
非

五
節
給
任

子
息

二
合
」
と
し

て
、
延
喜

の
藤

原
枝
良
か
ら

 
 
元
亨
三
年

の
正
親

町
三
条

公
明
ま

で
、
五
例

が
挙

が

っ
て

い
る
。

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(お
が
わ

 
た
け

お
)
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